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１ 業務管理体制の整備

法令遵守の義務の履行を確保するため、業務管理体制の整備を義務付けることにより、指定取消事案
などの不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図ることを目的と
しています。

介護サービス事業者は、介護事業運営の適正化を図るため、指定を受けている事業所又は施設の数に
応じて、「法令遵守等の業務管理体制」を整備することが義務付けられ、その体制について事業者ごと
に届け出ることとされています。

なお、業務管理体制の整備は、法令遵守責任者の氏名等を行政に届け出ることが目的ではなく、法令
遵守責任者が中心となって事業者自らがコンプライアンス（法令遵守）を向上していくことが必要とな
ります。

２ 業務管理体制の内容



３ 業務管理体制の整備の届出先

当組合に届出が必要となるのは、地域密着型サービスのみを行う事業者で、指定事業所が当組合圏域
内（浜田市・江津市）にのみ所在する事業所となります。



４ 業務管理の概念図
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